
別紙２ 

◇「障害福祉サービス等職員就業促進事業」の対象となるサービス種別は、【就業促進】

の表示があるものに限ります。 

◇「訪問系採用応援事業」の対象となるサービス種別は、【訪問採用】の表示があるもの

に限ります。 

 


